
会則改正のご案内

作成日

Ⅰ項。組織

組 織 名

Ⅱ項。構成要素

会の性格

Ⅲ項。組織運営

役員 会 長
副 会 長
会 計
補 佐
一日館長 スケッチ大会にて”榎木孝明賞”受賞者を一日館長とする

会員 年 会 員 ・ 会員は、個人会員のみとする

入 会 金 ・ 当初入会金は徴収しない
会 費 ・ 個人会員（1名）　5,000円（年）
入 会 ・ 随意
退 会 ・ 随意（但し、退会者には会費の返金は行はない）
特 典 ・ 会員：年間フリーパス、（会費の内2,000円充当）

同行、同伴、会員の紹介来館者に割引チケット発行
杜の会、九州芸術の杜（㈱、主催イベントに優先招待
エルランチョグランデにおいて、引き馬の値引き

会議 総 会 ・ 総会には臨時総会も含みます

開 催 ・ 必要に応じ会長が指示する
決 議 ・

承 認 ・

周 知 ・ 郵便物及び「杜の会だより」の発行
・

会計業務 原 資 ・

会費管理 ・

会の拠点 ・ 「九州芸術の杜㈱」内に「杜の会」事務局を置く
〒879-4911　大分県玖珠郡九重町大字田野　美術館通り

        C/O　九州芸術の杜　株式会社
　「杜の会」事務局

     TEL/FAX     0973-73-3812

　井　上　　　等

会計担当者が金銭出納簿、郵便預金通帳で管理し、
総会時、会計報告をし、会員の承認を得る

総会、親睦会等、（九州芸術の杜㈱のHPに「杜の
会」関連情報をリンクする）

決議事項を実施するに当たり「九州芸術の杜」㈱、館長
の承認を得る事を前提とします。

「杜の会」会費、寄付金、「杜の会」イベント売上
金等とする

（役員の任期及び選任は総会
において決議する）

　井　上　　　等

会員の要望事項は上記役員による話し合いで決める

九州芸術の杜

平成22年7月24日

　渋　谷　洋　男

「九州芸術の杜」㈱主催の芸術祭を介して，交流のあった皆さんがつど
う、同好会的な会とする。又，九州芸術の杜で開催されるイベント等の
援助活動（無償奉仕活動に参加）を通じ，会員の輪を拡げ，より大きな
会に発展する事を目的と致します。

「 杜
も り

の 会
かい

」

「 杜
も り

の 会
かい

」

皆様におかれましては、心身ともに充実した日々をお過ごしの事と存じます。
さてこのたび「杜の会」を発足させ、活動を開始いたしましたが、問題点も生じ
て参りましたので、諸問題解決の為、役員会を開催し、会則を一部改正いたすこ
とに成りました。なにとぞ改正案を検討頂き、ご了承頂きたくお伺い申しあげま
す。

　大　川　裕　子

設立年月日 平成21年9月1日
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Ⅳ項。活動計画
主 活 動 ・ 芸術の杜に関わるアーテイストのサポート活動

・ 九州芸術の杜芸術祭のサポート（無償奉仕活動に参加）
・ 榎木孝明来館スケッチ大会のサポート
・ 北海道美瑛美術館との交流会
・ 榎木孝明さんを囲んで交流会
・ 清掃活動
・ 環境活動（ガーデニング等の奉仕）
・ 「杜の会」総会準備及び案件の調整
・ 広報活動（会報「杜の会」の発行及び配布）
・ 新会員募集（入会申込書/PR用チケットの発行）

Ⅴ項。会則
上記Ⅰ項～Ⅳ項の文書を会則とする

Ⅵ項。各項目の詳細及び訂正，修正，追記述事項

Ⅶ項。「杜の会」年間活動計画（諸般の事情により変更もあります）

4月 総会 活動及び会計報告、年間活動計画案の承認、報告
植栽 花壇の草取、土作り、花の植え込み

５月 芸術祭 スケッチ大会参加、大会サポート活動
６月 親睦会 会則及び活動に関する検証、意見交換
～ ・ プチ・スケッチ大会

７月 ・ 臨時総会
８月 ・ スケッチ大会打ち合わせ
９月 植栽 花壇の草取、土作り、花の植え込み
～ 芸術祭準備、打合せ等

10月 芸術祭 スケッチ大会参加、大会サポート活動
役員会

１１月 役員会 活動状況の考察及び計画
１２月 忘年会 中止の場合は新年会を行う

Ⅷ項。各項目の詳細補足

Ⅲ項。組織運営/会計業務／会費管理
支出

・

・ 花壇の花苗代、「杜の会」設立記念植樹代
・ 通信費（郵便物発送等）
・ 事務費（「杜の会」会長の印）
・ 打ち合せ等の交通費（考慮中）
・ その他「杜の会」イベントに関る雑費
・ 上記以外に緊急な支出が生じた場合は、会長が採決

し、役員、会員に報告する

Ⅰ項～Ⅴ項に記載された事項を実施するに当たり，諸問題は会員及び
「九州芸術の杜」㈱役員の意見として，当会の役員会で調整し，「杜の
会」会則として文書にて記録し，「杜の会」事務局にて会長が保管す
る。 （調整とは、聴取、訂正、修正、、削除、追加記述等を主な事項とす
る）

年間パスポート購入代金として九州芸術の杜㈱に会
員数に関る支払
広報誌「杜の会だより」･業務書類発行に関る、用紙
代、インク代、諸費用の支払

2



Ⅳ項。活動計画/主活動
奉仕活動 九州芸術の杜、芸術祭のサポート

・ 食事（弁当）の用意及び販売
・ 常設ステージ周り準備手伝い
・ スケッチ大会受付手伝い
・ 駐車車両整理
・ 花壇植栽等の手伝い
・ スケッチ旅行会

有償活動
・ スケッチ大会参加者及び入賞者作品のポストカード作成販売

・ スケッチ大会参加者作品集作成販売

・ 食事（弁当）の販売（団体食事引換券の発行）

その他
・ NPO法人　ホースセラピー　パル　の活動等紹介/援助

　
以上

　　Ⅰ項。～Ⅴ項。を以て「杜の会」会則とし、Ⅵ項～Ⅷ項を以て補足事項図書と致します。

「杜の会」会長

お問い合わせ，及び「杜の会」申し込み先のご案内

〒879-4911　大分県玖珠郡九重町大字田野　美術館通り
        C/O　九州芸術の杜　株式会社

     TEL/FAX     0973-73-3812

　「杜　の　会」　事務局　宛

大川　裕子

平成22年7月24日

（＊材料、器具、ソフトウエアー等を必要とする業務は、その
購入費を検討する）

（＊ホースセラピー・パルは、障害者及び子供、高齢者に対して、馬との
触れ合いに関する活動を行うことにより、心身のケアーに寄与し地域の発
展に貢献することを目的とするＮＰＯ法人です。
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